
≪新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について≫

お問合せ先 日置市市民福祉部 健康保険課 国民健康保険係・後期高齢者医療係

℡ 248-9421（直通）

東市来支所 地域振興課 健康保険係 ℡ 274-2113（直通）

日吉支所 地域振興課 健康保険係 ℡ 292-2113（直通）

吹上支所 地域振興課 健康保険係 ℡ 296-2113（直通）

国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している被用者（会社などに勤めている方）

のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱などの症状があり感染が疑われる

方が会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に傷病手当金が支給されます。

適用期間については、令和4年6月30日までとなっています。

申請方法や要件など詳細については、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

本庁健康保険課国民健康保険係または後期高齢者医療係 TEL 248-9421


